
2026年 1月 5日 

会社分割に関する事後開示事項について 

 

 東京都千代田区丸の内一丁目 5番 1号 

株式会社パソナグループ 

代表取締役会長 CEO 若本 博隆 

 

東京都港区南青山三丁目 1番 30号 

株式会社スマートスタイル 

代表取締役 河野 一 

 

株式会社パソナグループ（以下「パソナグループ」といいます）と株式会社スマートスタイル（以下「スマート

スタイル」といいます）は、2026 年 1 月 5 日を効力発生日として、パソナグループを吸収分割会社、スマートス

タイルを吸収分割承継会社とする会社分割（以下「本件分割」といいます）を行いました。本件分割に関する事後

開示事項につきまして下記のとおりご報告申し上げます。 

記 

1. 会社法第 789条及び第 799条の規定による債権者保護手続の経過 

パソナグループは、スマートスタイルに承継される債務について重畳的債務引受を行い、当該債務に関する債

権者が不利益を受けることはなかったため、会社法第 789条の規定による手続は行っておりません。 

また、スマートスタイルは、会社法第 799条の規定により、2025 年 11月 6日付の官報において、債権者に対

し、本件分割に関する異議申述の公告を行うとともに、知れている債権者に対し、本件分割に関する異議申述

の催告を個別に通知いたしましたが、申述期限までに異議を申述された債権者はありませんでした。 

2. 本件分割が効力を生じた日：2026年 1月 5 日 

3. 本件分割の登記（会社法第 923条の吸収分割の登記）の日：2026年 1月 5日 

4. 本件分割により承継した重要な権利義務 

スマートスタイルは、2026 年 1 月 5 日をもって、パソナグループから、DX 人材育成事業及び AI ソリューシ

ョン事業の一部に関する権利義務を引き継ぎました。なお、スマートスタイルがパソナグループから引き継い

だ権利義務は、添付の「分割契約書」に記載のとおりであります。 

5. 会社法第 785条及び第 797条の規定による手続の経過 

パソナグループは、会社法第 784条第 2項の規定により、会社法第 783 条第 1項に定める株主総会の承認を得

ないで本件分割を行っているため、会社法第 785 条の手続は行っておりません。また、スマートスタイルは、

会社法第 797条第 3項の規定による株主への通知を行いましたが、本件吸収分割に反対する旨を通知した株主

はありませんでした。 

6. 会社法第 787条による手続の経過 

パソナグループは新株予約権を発行していなかったため、該当事項はありません。 

7. 会社法第 784条の 2及び第 796条の 2の規定による請求に係る手続の経過 

パソナグループは、会社法第 784条第 2項の規定により、会社法第 783 条第 1項に定める株主総会の承認を得

ないで本件分割を行っているため、会社法第 784条の 2但書に定める場合に該当し、会社法第 784条の 2 の規

定による請求権は発生しません。また、スマートスタイルについては、会社法第 796条の 2の規定による請求

はなされていません。 

以 上 










